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指定介護老人福祉施設 

特別養護老人ホーム希望苑 重要事項説明書 

当施設は介護保険の指定を受けています。 

（事業所番号０５７２２５０１６５） 

 

１． 事業者 

  設置者の名称  社会福祉法人琴丘ふくし会 

  運営者の名称  社会福祉法人琴丘ふくし会 

  運営者代表名  理事長 飯 塚 一 夫 

  所 在 地   秋田県山本郡三種町鹿渡字町後２５１番地 

  他の主な事業  短期入所生活介護事業（専用１２名） 

          通所介護事業（定員２５名） 

          認知症高齢者グループホーム（定員９名） 

          居宅介護支援事業 

２． 事業の目的と運営の方針 

（事業の目的） 

 この事業は、福祉サービスを必要とする者が、心身ともに健やかに育成され、又は社会、経済、

文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会を与えられるとともに、その環境、年齢及び心身

の状況に応じ、地域において必要な福祉サービスを総合的に提供されるように援助することを目

的とする。 

（運営方針） 

 施設は、可能な限り居宅における生活への復帰を念頭において、入浴、排泄、食事等の介護、

相談及び援助、社会生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことにより、利

用者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることを目指し、か

つ利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ってサービスを提供するように努め、

明るく家庭的雰囲気を有し、地域や家庭との結びつきを重視した運営を行い、市町村をはじめと

する各関係機関と密接な連携に努める。 

３． 施設の概要 

 施設の名称  特別養護老人ホーム希望苑 

 施設の種別  指定介護老人福祉施設 

 施 設 長  渡 辺 正 範 

 開設年月日  平成元年４月１日 

 所在地・電話 秋田県山本郡三種町鹿渡字町後２５１番地 

        電 話０１８５－８７－３１３０ 

        ＦＡＸ０１８５－８７－２４９７ 

 交通の便   奥羽本線鹿渡駅下車徒歩２０分 

 敷地概要   ６,５８９．５５㎡ 法人自己所有 

 建物概要   ＲＣ造り平屋建て・延べ床面積２，１４０．５０㎡ 
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 定  員   ５２人 

 （１）居室  ４人部屋  １２室 

        ２人部屋   １室 

        個室     ２室 

        利用に際しては短期入所介護利用者と同室となるときがあります。 

 （２）主な共用設備 

        １ 玄関 

        ２ 事務室 

        ３ 介護職員室・看護職員室・医務室・静養室 

        ４ 相談室 

        ５ 食堂・ホール 

        ６ 浴室 

        ７ 洗濯室 

        ８ トイレ・洗面所 

        ９ 機能訓練室 

       １０ 霊安室 

 （３）その他 

        各個人用ベッド・全てのトイレ・浴室にナースコールの設置 

        各個人用にタンス・サイドキャビネットの設置 

        車椅子・歩行器の貸与 

４． サービスの内容 

 （１） 入所対象者 

     当施設に入所できる方は、原則要介護度 3 以上の方が対象となります。 

     入所時に要介護認定を受けている方であっても、入所後に要介護認定者でなくなった

場合は、施設を退所していただくことになります。 

（２） 介護保険基準サービス 

     介護度に応じた施設サービス計画を作成し、利用者の承諾のもと計画に応じた介護

サービス（食事：入浴：排泄援助：生活援助等）を提供します。 

 

 種  類                内        容 

【介護全般】  利用者の心身の状況に応じ、自立支援と日常生活の充実に資するように、適

切な技術をもって行います。 

【食  事】  １日３食（定食方式）、食堂内配膳 

        イベント食（年４回） 

        選択食（月４～５回） 

        外食会・出前昼食会（企画あり） 

        利用者とともに作る手作り料理（随時） 

        それぞれ病態に応じた食事を提供します。 

【入浴や清拭】 基本的には週２回以上、病態により入浴困難な場合は清拭を実施します。 

【排泄介護】  心身の状況に応じ、適切な方法で、排泄自立を目指します。困難な場合はオ
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ムツ等を使用し適切な援助を行います。（定期交換標準８回、ほか随時） 

 

【個別機能訓練】日常生活を送る上で必要な生活機能の改善・維持のため専従の機能訓練指導

員が、個別機能訓練計画に従った訓練を実施し、３ヶ月毎にその評価をして、

ご利用者またはご家族に説明をいたします。 

【相談・援助】 利用者や必要に応じて家族に対して生活・介護・環境等に関する相談・助言

を行います。 

【社会的便宜の提供】 

        レクリェーション・行事などの提供のほか、住所変更や要介護認定の手続等

の代行を行います。 

【生活サービス】シーツ交換、居室の清掃、施設内で可能な洗濯を提供します。 

【健康管理】  週１回の嘱託医による回診と嘱託医の指示による医療処置、年２回の定期健

康診断・健康相談を行います。 

【その他】   クリーニング取次ぎ、宅配便・郵便物の取次ぎを行います。 

（１） 介護保険基準外サービス 

種  類                内        容 

 【理髪・美容】 理容師・美容師が来苑し、散髪・カットと顔剃りのサービスをご利用いただ

けます。（実費） 

         本人の希望で美容室等へ外出支援も行います。（実費） 

 【買い物】   利用者及びご家族が自ら購入できない場合は、担当介護職員が代行します。

また、購入したい品物をＦＡＸ注文により、取り寄せることもできます。 

         外出支援の際に職員とともに買い物することもできます。 

５． 利用料 

（１） サービス利用料金（１日あたり） 

下記料金表によって、ご利用者の要介護度に応じたサービス料金から介護保険給付費

額を除いた金額（自己負担額）と食事と居室に係る標準自己負担額の合計金額をお支

払ください。（サービスの利用料金は、ご利用者の要介護度に応じて異なります。） 

（以下は 1 割負担の場合の料金表です。） 

（令和６年６月１日現在） 

ご利用者の要介

護度とサービス

利用料金 

 介護度１ 介護度２ 介護度３ 介護度４ 介護度５ 

多床室 

従来個室 
５，８９０円 ６，５９０円 ７，３２０円 ８，０２０円 ８，７１０円 

日常生活継続支援加算 ３６０円 ３６０円 ３６０円 ３６０円 ３６０円 

夜勤職員配置加算 １３０円 １３０円 １３０円 １３０円 １３０円 

個別機能訓練加算Ⅱ ２００円 ２００円 ２００円 ２００円 ２００円 

看護体制加算 ４０円 ４０円 ４０円 ４０円 ４０円 

科学的介護推進体制加算Ⅱ １．６６円 １．６６円 １．６６円 １．６６円 １．６６円 

褥瘡マネジメント加算 １円 １円 １円 １円 １円 

排せつ支援加算 ３．３円 ３．３円 ３．３円 ３．３円 ３．３円 
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個別機能訓練加算Ⅱ ０．６６ ０．６６ ０．６６ ０．６６ ０．６６ 

 

処遇改善加算 

１４％ 

多床室 

従来個室 
９１７円 １，０１５円 １，１１７円 １，２１５円 １，３１１円 

２．処遇改善加算

を加えた合計 

多床室 

従来個室 
７，４６３円 ８，２６１円 ９，０９３円 ９，８９１円 １０，６７８円 

３．サービスに係

る自己負担額（２

×１０％） 

多床室 

従来個室 
７４６円 ８２６円 ９０９円 ９８９円 １，０６７円 

４．居室に係る自

己負担額 

多床室 第４段階８５５円、（第２～第３段階の場合）３７０円、 

第１段階の方は、かかりません。 

従来個室 第１段階３２０円・第２段階４２０円・第３段階８２０円・第４段階１，１７１円 

５．食事に係る自己負担額 第１段階３００円・第２段階３９０円・第３段階①６５０円、②１，３６０円・ 

第４段階１，４４５円 

６．自己負担

の合計額（３

＋４＋５） 

第

１ 

多床室 １，０４６円 １，１２６円 １，２０９円 １，２８９円 １，３６７円 

従来個室 １，３６６円 １，４４６円 １，５２９円 １，６０９円 １，６８７円 

第

２ 

多床室 １，５０６円 １，５８６円 １，６６９円 １，７４９円 １，８２７円 

従来個室 １，５５６円 １，６３６円 １，７１９円 １，７９９円 １，８７７円 

第

３ 

多床室① 

多床室② 

１，７６６円 

２，４７６円 

１， ８４６円 

２， ５５６円 

１， ９２９円 

２， ６３９円 

２，００９円 

２，７１９円 

２，０８７円 

２，７９７円 

従個室① 

従個室② 

２，２１６円 

２，９２６円 

２，２９６円 

３，００６円 

２，３７９円 

３，０８９円 

２，４５９円

３，１６９円 

２，５３７円 

３，２４７円 

第

４ 

多床室 ３，０４６円 ３，１２６円 ３，２０９円 ３、２８９円 ３，３６７円 

従来個室 ３，３６２円 ３，４４２円 ３，５２５円 ３，６０５円 ３，６８３円 

※ ３の自己負担額は、合計所得金額が 220 万円以上（単身で年金収入のみの場合 344 万

円）以上の方は 3 割負担、合計所得金額が 160 万円（単身で年金収入のみの場合、年

収 280 万円）以上の方は 2 割負担となります。それ以下の方は 1 割負担です。 

※ 上記の金額のほか、ご利用者の状況等により以下の料金をいただくことがあります。 

◎ 経口移行・経口維持加算（２８円※著しい誤嚥でない方は、５円）：医師が誤嚥と認め

たときは、加算されます。 

◎ 外泊加算（２４６円）：入院や帰省等１泊ごとに加算。外泊初日と最終日を除きます。

１ヶ月６日間、最高１２日間に限り加算。 

◎ 初期加算（３０円）：入所した当初３０日間に限り加算。 

◎ 看取り介護加算（死亡以前３１日～４５日前まで７２円、４～３０日まで１日１４４円、

死亡日の前日・前々日６８０円・死亡当日１，２８０円）：医師が終末期にあると判断

した利用者について、医師、看護師、介護職員等が共同して、本人または家族等の同意

を得ながら看取り介護を行った場合に加算。 
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☆ 介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご利用者の負

担額を変更します。 

☆ ご利用者が介護保険料に未納がある場合には、負担額については「サービス利用料金

表」と異なる場合があります。 

 （２）（１）以外のサービス 

    以下のサービスは、利用料金の全額がご利用者の負担となります。 

① 理髪・美容 

② 特別な食事（お酒等を含みます。） 

③ 洗 濯 クリーニング店の種別料金表によります。 

④ 買い物代行 品物の購入代金の実費 

⑤ 利用者の選定により提供するもの 

日常生活に要する費用で本人に負担いただくことが適当であるもの 

レクリェーション費用・クラブ活動費用・日常生活品の購入代金・嗜好品の購入代

金 

⑥契約終了後の居室利用料金（１日あたり） 

 

※ 利用料金（１）と（２）は毎月中旬にご請求しますので、原則として毎月２５日頃にご

指定の預金口座より引き落としとさせて頂きます。なお、お小遣いとして若干の現金を

お預かりすることもあります。 

 

６． 協力医療機関と医療 

（１） 嘱託医師及び医療機関 

       鹿渡内科医院  楊  国 英  回診：毎週金曜日２時間 

（２） 協力医療機関 

       名 称       湖東厚生病院 

       所在地       八郎潟町 

       電 話       ０１８－８５２－３７３７ 

       診療科目数     １８科 

       施設からの距離   １５ｋｍ（車で２０分） 

       救急指定      なし 

       名 称       能代厚生医療センター 

       所在地       能代市 

       電 話       ０１８５－５２－３１１１ 

       診療科目数     ２０科 

       施設からの距離   ２３ｋｍ（車で３５分） 

       救急指定      有 

（３） 利用者の医療 

  １ 病気やけがの治療は施設の嘱託医師又は利用者が選択する医療機関で受けていただ

くことになり、医療費は医療保険制度で支給される以外の費用は利用者負担となりま

す。 
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  ２ 通院時の付き添い、入退院の移送はいたしますが、入院中の付き添いはしません。 

  ３ なお、入院が３ヶ月以上にわたると認められ場合は退所となります。 

 

７． 入所状況                     （令和６年４月１日現在） 

入所者数  ５２名（定員５２名） 

入所者内訳 男性５名  女性４７名 

平均年齢  ９０．２歳（男性８７．６歳、女性９０．６歳） 

 

職員の配置と勤務体制 

以下は入所定員５２名、短期入所１２名を含む体制です。 

職   種 職員数 夜間勤務職員数 備考（資格等） 

施設長 １   

生活相談員 １  介護支援専門員１ 

看護職員 ３  看護師３ 

介護職員 ２８ ４ 介護福祉士２３ 

介護支援専門員兼務１ 

医師 １  嘱託医師１ 

機能訓練指導員 １  看護師１ 

管理栄養士 １  管理栄養士１ 

事務職員 ３   

その他 ５ １ 用務員 1洗濯員２宿直員２ 

職員合計 ４４ ５  

平均勤務体制（介護職員・看護職員） 

早 番  ７：００～１６：００  ３人 

日 勤  ９：００～１８：００  ５人（看護師含む） 

遅 番 １０：００～１９：００  ３人 

夜 勤 １７：３０～ ９：３０  ４人 

※ なお、看護職員は当番にて夜間待機制をとり、急変時に対応します。 

管理宿直者１７：３０～８：３０   １人 

８． 非常災害時の対策 

非常時の対応  別に定める「社会福祉法人琴丘ふくし会防災計画」により対応します。 

非常通報の体制 非常通報体制は、非常通報装置により三種消防署及び琴丘地区消防団

第１分団長のほか職員７名へ自動的に通報され、緊急連絡網により全

職員が呼集される体制を確保しています。 

訓練と防災設備 別に定める「特別養護老人ホーム希望苑消防計画」により年２回夜間

及び昼間の避難訓練を職員と利用者および地域住民や関係機関を交

えて実施します。消火栓、消火器及び自動火災報知器、煙感知器、防

火扉などを定期的に専門業者の点検と自己点検を実施します。 
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９． 衛生管理 

施設は、利用者の使用する食器その他設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理

理に努め、又は措置を講ずるとともに医薬品や医療器具の管理を適正に講ずるよう努め

ます。 

１０．感染症の予防及びまん延防止のための措置 

    当該施設において感染症又は食中毒が発生し、又は蔓延しないよう次の措置を講じます。 

（１） 施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延防止のための対策を検討する

委員会を３カ月に１回以上定期的に開催するとともに、その結果を職員に周知

します。 

（２） 施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延防止のための指針を整備しま

す。 

（３） 施設において、職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延防止のための

研修並びに感染症の予防及びまん延防止のための訓練を定期的に実施します。 

１１．虐待防止に向けた体制等 

   虐待防止に向け、次のことを実施します。 

（１） 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果

について、介護職員その他の職員に周知徹底を図ります。 

（２） 虐待防止の指針を整備し、虐待防止等の相談および苦情解決体制の整備、虐待を

把握した際の通報、虐待発生時の再発防止策の検討、成年後見制度の利用支援等

を行います。高齢者虐待防止委員会は、場合により他の委員会と一体的に行うこ

とがあります。 

（３） 職員は年２回以上、虐待発生の防止のための研修を受講します。 

（４） 前項の措置を適切に実施するため、専任の担当者を置きます。 

（５） 虐待又は虐待が疑われる事案が発生した場合には、速やかに市町村等関係者に報

告を行い、事実確認のため協力します。また、発生の原因と再発防止策について、

高齢者虐待防止委員会にて協議し、その内容について、職員へ周知するとともに、

市町村関係者に報告を行い再発防止に努めます。 

１２．身体拘束等の禁止 

   施設は、サービス提供にあたっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するた

め、緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為（以下「身

体拘束等」という。）を行いません。 

 ２ 施設は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その様態および時間、その際の利用者の

心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録します。 

 ３ 施設は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じます。 

（１） 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、

その結果について職員へ周知徹底します。 

（２） 身体拘束等の適正化のための指針を整備します。 

（３） 職員に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施します。 

１３。業務継続計画（BCP）の策定等 

  施設は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実
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施するため、および非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業務継続計画」

という。）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずるよう努めます。 

 ２ 施設は、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定

期的に実施します。 

 ３ 施設は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行い

ます。 

１４．記録の整備 

 施設は、職員、設備および会計に関する記録を整備しなければならない。 

 ２ 施設は入所者に対する指定介護福祉施設サービスの提供に関する次の各号に掲げる記録

を整備し、その完結の日から５年間保存します。 

（１） 施設サービス計画 

（２） サービス内容等の記録 

（３） 身体拘束等の様態及び時間、利用者の心身の状況並びに緊急役を得ない理由の記録 

（４） 市町村等への通知に係る記録 

（５） 苦情の内容等の記録 

（６） 事故の状況および事故に際してとった措置についての記録 

１５．職場におけるハラスメントの防止 

  施設は、ハラスメント（セクシャルハラスメント・パワーハラスメント・カスタマーハラス

メント等）を防止するための指針を整備し、次の対策を行います。 

（１） 職場におけるハラスメントの内容及びハラスメントを行ってはならない旨の方針

を明確化し、従業員へ周知・啓発を行います。 

（２） ハラスメントの相談に応ずる窓口と担当者を定め、従業員に周知します。 

１６．当施設ご利用の際に留意いただく事項 

   事故補償  介護サービス提供上、不可抗力的に生じた損害、事故の補償については、利

用者・施設双方で協議することとします。 

   来訪・面会 来訪者は、面会時間を遵守し、必ずその都度面会票に利用者氏名と自分の氏

名及び利用者との関係を記入してください。 

   外出・外泊 外出・外泊の際には必ず行き先と帰宅予定時間を届け出てください。 

   設備・器具の使用 

         施設内の居室や設備、器具は本来の用法にしたがって利用してください。こ

れに反したご利用により破損が生じた場合、賠償していただくことがござい

ます。 

   喫煙・飲酒 喫煙は施設敷地内では、ご遠慮ください。喫煙・飲酒については、個人負担

となります。 

         居室等での飲酒はご遠慮ください。また、健康上飲酒を止められる場合もあ

ります。 

   迷惑行為  けんか、暴行、中傷、口論など他人に対する迷惑行為はしないでください。 

   所持品の管理 

         入所時に所持品届出書を提出していただきます。なお、原則的に所持品は日

常生活用品に限り、貴重品は避けていただきます。 
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   現金等の管理 

         現金等の管理を施設に依頼される場合は施設に預けることができます。 

         預かり金は「入居者預り金管理規程」により管理させていただきます。 

         主な内容は次のとおりです。 

         管理する金銭等の形態：少額の現金で管理します。 

         保管管理者     ：施設長が責任をもって管理します。 

         ただし、入所者及び身元引受人に毎月報告します。また、毎月領収書等を送

付します。 

  宗教活動・政治活動 

         施設内で他人に対して、自身の信心している宗教活動や政治活動を強要しな

いでください。 

  動物飼育   他の方の迷惑となるため、ご遠慮願います。 

１７．入所・退所等 

         入所の詳細は契約書、運営規程、管理規程等に基づき開始されます。また、

契約書、運営規程上の契約の解除項目に該当する場合は退所することになり

ます。 

         主な例は以下のとおりです。 

① 利用料の滞納や伝染性疾患の罹患と治療上の必要性、利用者本人の行動

による他利用者への影響 

② 介護認定の変更による入所該当外の認定結果の場合 

③ ３ヶ月以上の入院の場合 

１８．身元引受人及び連帯保証人 

         ご利用者は、契約時にご利用者の残置物や利用料金等の滞納があった場合に

備えて、一切の残置物の引き取り及び債務の保証人として身元引受人を定め

ていただきます。 

         ・当施設は「身元引受人」に連絡のうえ、残置物を引き取っていただきます。 

         ・また、引き渡しに係る費用については、身元引受人にご負担いただきます。 

       ２ 連帯保証人となる方については、本契約から生じる利用者の債務について、

極度額３０万円の範囲内で連帯してご負担いただきます。その額は利用者又

は連帯保証人が亡くなったときに確定し、生じた債務について、ご負担いた

だく場合があります。 

         連帯保証人から請求があった場合には、本会及び施設は、連帯保証人の方に

利用料等の支払い状況、滞納金の額、損害賠償の額等、利用者全ての債務の

額等に関する情報を提供します。 

１９．介護サービス記録の利用者への開示 

（１） 当事業所は、サービスを提供した際には、あらかじめ定めた「個別サービス提供記録」

等の書面に、提供したサービス内容等を記録します。 

（２） 事業所は、一定期間ごとに「施設サービス計画書」の見直しを行い、前項の「個別サー

ビス提供記録書」などにその内容を記録します。 

（３） 事業所は、前項にある「個別サービス提供記録書」等の記録作成した後、２年間はこれ
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を適正に保存し、利用者の求めに応じて閲覧に供し、または実費負担によりその写しを

交付します。 

２０．苦情受付について 

 （１）当事業所における苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。 

     ○苦情受付窓口（担当者）生活相談員 大山美香 

     ○苦情解決責任者  施設長 渡辺正範 

     ○苦情受付時間  毎週月曜日～金曜日 午前８時３０分～午後５時３０分 

○ 苦情受付ボックスを玄関前に設置しております。 

（２） 第三者委員 

○ 利用者の立場や特性に配慮し、中立・公平な立場で話し合い、助言を行う委員 

小玉陽三 山本郡三種町天瀬川字三倉鼻７５ 電話０１８５－８７－３５５０ 

篠田健三 山本郡三種町鹿渡字腰巡１３   電話０１８５－８７－２８６６ 

（３） 行政機関その他苦情受付機関 

三種町介護保険担当課 山本郡三種町鵜川字岩谷子８ 電話０１８５－８５－２１３７ 

国民健康保険団体連合会 秋田市山王４丁目２－３ 電話０１８－８６２－３８５０ 

秋田県社会福祉協議会 秋田市旭北栄町１－５ 電話０１８－８６４－２７１１ 

※保険者が三種町以外の方は別途お知らせいたします。 

２１．事故発生時の対応 

   当事業所は、契約者に対する介護の提供により、事故が発生した場合は、市町村、ご契約

者のご家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。 

   また、賠償すべき事態が発生した場合は、その原因を調査解明し、再発防止に努めるとと

もに速やかに損害の賠償を行います。 

２２．個人情報等の取扱いについて 

   当事業所は、ご利用者及びご家族の個人情報を取り扱うにあたっては、下記の利用目的以

外には使用しません。個人情報の使用にあたっては、ご利用者及びご家族から同意を得るこ

ととします。 

① 介護保険における介護認定の申請及び更新、変更のため 

② ご利用者に関わる介護計画（ケアプラン）を立案し、円滑にサービスが提供されるため

に実施するサービス担当者会議での情報提供のため 

③ 医療機関、福祉事業者、介護支援専門員、介護サービス事業者、自治体（保険者）、そ

の他社会福祉団体等との連絡調整にため 

④ 利用者が、医療サービスの利用を希望している場合及び主治医等の意見を求める必要が

ある場合 

⑤ 利用者の利用する介護事業所内のカンファレンスのため 

⑥ 行政の開催する評価会議、サービス担当者会議 

⑦ その他サービス提供で必要な場合 

⑧ 上記に関わらず、緊急を要するときの連絡等の場合 

２３．サービスの第三者評価の実施状況について 

  当施設では提供しているサービスの内容や課題等について、第三者の観点からの評価は、現

在行っておりませんが、保険者や県の指導を仰ぎながら利用者本人とご家族の意向に沿ったサ
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ービスに努めております。 

 

私は、本書面に基づいて施設介護サービス利用契約書（乙）の職員 

    （職名 生活相談員 氏名 大 山 美 香）から上記重要事項の説明を受け、指定介

護福祉施設サービスの提供を受けることに同意し、重要事項説明書の交付を受けました。 

 

  令和   年   月   日 

 

  利用者 

          住   所                     

          氏   名                   印 

  上記代理人 

住   所                     

          氏   名                   印 


